
＊運用開始日…令和２年１月６日（月）

○ 申請手続で提出する書類
自動車検査証の写し

※注意点

自動車検車証に事業所名の記載が無いなどの事業遂行目的が証明できない場合は、

当該検査証の使用者に係る事業従事者証等、事業遂行目的を明らかにする書類等の

写しが必要となります。

岡山県警察本部

訪問診療、訪問看護、訪問リハビリテーション、訪問介護、居宅

介護等の事業者が当該サービスを提供するために駐車する場所が

○ 公安委員会による駐車禁止の規制が行われている道路

○ 交差点やバス停などの法定の駐停車禁止場所や消火栓から

５メートル以内など法定の駐車禁止場所に当たらない場所

では、申請手続により交付を受けた許可証で当該サービスを利用す

る方の居宅等の直近に駐車することができることになりました。

許可に基づき駐車する際には、

〇 当該サービスを提供する事業に従事する者であることが分

かるもの

〇 訪問先が当該サービスを提供する者の居宅等であることが

分かるもの

を携行してください。


